
八王子市社会福祉審議会 児童福祉専門分科会 

令和６年度（2024 年度） 第８回会議 次第 

 

令和６年（2024 年）10 月４日（金） 

午 後３時 3 0 分～ ５時 3 0 分 

八 王 子 市 役 所 8 0 1 会 議 室 

１ 開 会 【15：30】 

（１）資料確認 

 

２ 報告【15：35】 

（１）乳幼児期の教育・保育に関する方針（素案）について 

 

３ 議題【15：45】 

（１）こども家庭センター条例（案）について 

（２）次期計画（素案）の確認 

 

４ そ の 他 【17：25】 

（１）病児保育ネット予約サービスの運用開始について 

（２）市立保育園の特別保育における WEB 予約システムの運用開始について 

（３）SNS 等を活用したオンライン相談の実施について 

 

５ 閉 会 【17：30 閉会】 

 

 

 

【配付資料】 

資料１ 乳幼児期の教育・保育に関する方針（素案） 

資料２ 「八王子市こども家庭センター」設置条例制定について 

資料３ はちビバ等での子ども・若者の意見聴取について 

資料４ 第２期子ども・若者育成支援計画（素案）について 

資料５ 量の見込みと確保方策について 

資料６ 病児保育ネット予約サービスの運用開始について 

資料７ 市立保育園の特別保育における WEB 予約システムの運用開始について 

資料８ SNS 等を活用したオンライン相談の実施について 

参考資料１ 第２期八王子市子ども・若者育成支援計画素案 

参考資料２ 指標一覧 

 



乳幼児期の教育・保育に関する方針（概要版）（案）
～「量」の拡充から「質」の向上へ～

子どもを取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ、八王子で育つ全ての子どもが、将来に渡って幸せな
状態（ウェルビーイング）で過ごすことのできる「こどもまんなか社会」の実現に向けた方針を定めます。

「質」の向上を図る取組

〇幼児教育・保育センターの充実（幼児教育・保育センタース

パーバイザーの活用によるセンター機能の充実、研修の充

実、発達障害児支援強化、保・幼・小連携の推進等）

○働きやすい労働環境の整備（DXの推進）

〇乳幼児期の非認知能力の育成等を支援

〇幼児教育・保育施設の多機能化の推進（こども誰でも通園

制度等）

「量」の適正化に向けた取組

〇定員調整による需給バランスの調整

〇幼児教育・保育施設の整備方針（新設はせず、既存施設の

改築・修繕で対応）

〇認定こども園については現状の施設数を維持

〇公立保育園の再編（幼児教育・保育のセーフティーネット

体制強化、関係機関との連携強化等）

「量」の課題

〇地域ごとの特性を踏まえた待機児童解消の取組が必要です。
〇空き定員増が見込まれるため、空き部屋や保育士の処遇・
雇用問題など、課題が複雑化・深刻化し、施設の安定的・持続
的な運営が難しくなることへの対応が必要です。

「質」の課題

〇自己肯定感や思いやりなどの非認知能力の育成が必要です。
○「長く働くことができる」職場づくりや人材の確保に向けた取
組が求められています。

〇発達の気になる子どもの支援充実の必要性が高まっています。

○就学前児童数（０～５歳）は、平成17年と比べ、10年間で31.3％減少しました。

○過去10年間（平成27年～令和6年）で、幼稚園利用児童数は43.4％減少し、保育園利用児童数は1.9％減少しました。

○市内の保育園等では、819人分の空き定員が生じています。

○待機児童数は、平成２２年の４９６人をピークに、その後大きく減少し、現時点では１5人です。

○共働き世帯の増加等により、保育園等の申込率は国の想定の60％まで引き続き上昇する見込みです。

背景・現状（令和６年４月１日時点）

課題

主な方針

「量」の課題への対応 「質」の課題への対応

資料１



『八王子市こども家庭センター』
設置条例制定について

子ども家庭部子ども家庭支援センター

資料２



１ 目的

2

令和４年の児童福祉法の改正において「こども家庭

センター」の設置が努力義務化された。

これまで「こども家庭センター」の設置に向け、母子

保健と児童福祉の担当圏域の統一や施設整備を

行ってきた。

「こども家庭センター」設置準備が整ったことから、

八王子市子ども家庭支援センター条例を廃止し、

新たに令和7年4月1日施行とした「八王子市こども

家庭センター条例」を制定する。



参考資料：令和6年度当初予算案の概要より 3

全ての妊産婦・子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健が一体的支援を
行う機能を有する機関として「こども家庭センター」の設置が努力義務化。

児童福祉法等の一部改正（令和6年4月1日施行）

（保健福祉センター） （子ども家庭支援センター）

【参考】 「こども家庭センター」とは



※「こども家庭センターガイドライン」より抜粋

4

１．母子保健機能及び児童福祉機能双方の機能の一体的な運営を行う

２．組織全体のマネージメントを行う責任者（センター長）をセンター

1か所あたり1名配置する

３．双方の業務について十分な知識を有し俯瞰して判断することの出来る

統括支援員をセンター1か所あたり1名配置

４．児童福祉法第10条の２第2項及び母子保健法第22条に規定する業務を行う

５．施設の名称はセンター又はこれに類する自治体独自の統一的名称を称する

センター長

統括支援員※

児童福祉機能母子保健機能

指揮・命令

情報共有・連携

※資格要件あり

【参考】 こども家庭センター設置の必須条件
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２ 制定する主な条例内容

（１）「こども家庭センター」の設置場所

（２）「こども家庭センター」で行う業務

（３） こども家庭センター事業の対象者

（４） 子ども家庭支援ネットワークに関すること

（５） こども家庭センター運営協議会の設置に
関すること
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（１）こども家庭センターの設置場所

母子
統括

東浅川保健
福祉センター

大横保健
福祉センター

南大沢保健
福祉センター

統括

東浅川保健福祉センター

大横保健福祉センター

南大沢保健福祉センター

子ども家庭支援センター

保健福祉センター

こども家庭
センター
東浅川

こども家庭セ
ンター南大沢

こども家庭
センター
大横

こども家庭センター

保健福祉センター

企画
調整
部門

地域子家
セン東浅川

地域子家
セン石川

地域子家
セン南大沢

令和6年8月現在

こども家庭センターの
設置場所

２ 制定する主な条例内容



（２）こども家庭センター業務内容
設置場所 業務内容

現行
子ども家庭支援センター

八
王
子
市
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

こども家庭センター
大横 （母子保健に関すること）

ア 妊産婦及び乳幼児の健康保持・

増進に関する包括的な支援事業

（児童福祉に関する業務）
イ 子どもと子育て家庭（妊産婦を含
む）の福祉に関する包括的な支援
事業

地域子ども家庭支援センター
石川

こども家庭センター
東浅川

地域子ども家庭支援センター
東浅川

地域子ども家庭支援センター
南大沢

こども家庭センター
南大沢

企画調整部門

・地域における体制づくり
・要保護児童対策地域協議会事務
・児童虐待の防止に関すること
・親子つどいの広場に関すること
・家庭支援事業に関すること
・地域において在宅サービスを担う
養育家庭の拡充に関すること

子ども家庭支援センター
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２ 制定する主な条例内容
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（3） こども家庭センター事業の対象者

ア) 妊産婦及び子どもと家庭

イ) 子どもと家庭の支援に係る活動を行い又は行おうとする者

２ 制定する主な条例内容

（4） 子ども家庭支援ネットワークに関すること
ア) 八王子市子ども家庭支援ネットワーク（以下「支援ネット
ワーク」という）を組織し、相互の連携の確保に努める。

イ） 支援ネットワークを児童福祉法第２５条の２第１項に規定
する要保護児童対策地域協議会とする。
またこども家庭センターを要保護児童対策調整機関とする。
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（５） こども家庭センター運営協議会の設置に関すること

ア） 八王子市こども家庭センター運営協議会を置く。

イ） 運営協議会は、公募による市民、学識経験を有する者、
保健医療関係団体の代表者※、子どもと家庭に係る支援を
行う民間団体の代表者、関係機関の職員及び市の職員を
もって組織する。

運営協議会の組織及び運営に必要な事項は、市規則で定め
※保健医療関係団体の代表

医師会、歯科医師会、助産師会を想定

２ 制定する主な条例内容
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３ こども家庭センター設置による効果

上流対策＝発生予防
▶「気になるレベル」での適切な支援
の開始
▶妊娠期からの切れ目のない一貫した
支援体制の強化

下流対策
（ハイリスクアプローチ）
▶虐待による心身影響防止
▶措置・援助・専門相談

 母子保健によるポピュレーションアプローチを活用し、早期からの予防
支援に繋ぐことができる。

 早期の予防的支援より虐待予防と重篤ケースの減少が期待できる。
 多職種による多角的な視点でのアセスメントが可能になり支援の幅が
広がる。

 サポートプランを活用した、支援機関との切れ目のない連携強化がで
きる。

上流対策を強化することで、下流対策が必要となる方を減らす
ことにつながる。
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【参考】八王子版ネウボラの取組み

子育て家庭

助言

子育て世代包括支援センター

保健福祉
センター

子ども家庭支援
センター連携

子育て
ホットライン

保健所
（健康医療部）

関係機関
・医療機関・療育機関
・保育園・幼稚園
・児童館・学童保育所
・小中学校・児童相談所
等

子育て期産後出産妊娠期妊娠前

妊娠に関する
相談

妊婦面談

妊婦健診
産後ケア

（宿泊型・通所型・訪問型）

ハローベビーサポート
（産前・産後サポート）

パパママ
クラス

新生児
聴覚検査

赤ちゃん訪問

産前・産後ケアの充実

乳幼児健診

バースデー
サポート事業

多胎児家庭支援事業

母子健康手帳配付 ～18歳まで乳幼児手帳 配付 マイファイル事業

相談

出産・子育て応援交付金事業

子育てひろば

ショートステイ

ファミリーサポートセンター

一時的な保育サービス

一時保育 緊急保育

休日保育 年末保育

定期利用保育

病児・病後児保育

連携

連携

トワイライトステイ

【母子保健機能】 【児童福祉機能】

（健康医療部） （子ども家庭部）

産婦
健診



【参考】本市の児童虐待通告の現状 ①通告件数の推移

44,080 44,080 
47,822 

49,957 

56,691
61,247

68,534 67,381

H28 H29 H30 H31 R２ R３ R４ R5

625 666

968

1131 1145
1228

1402 1373

虐待通告件数

総合相談の活動件数

虐待通告件数

総合相談の活動件数と虐待通告件数の推移
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【令和５年度 新規相談内容内訳】
【令和5年度 相談内容の年齢割合】新規相談件数2,337件/年

【参考】 本市の児童虐待通告の現状 ②相談状況の内訳

児童虐待
58.8%

養育困難
35.3%

保健相談
0.0%

障害相談
0.1%

非行相談
0.6%

育成相談
4.9%

その他
0.3%

0～3歳

30%

4～6歳

24%

7～9歳

17%

10～12歳

16%

13～15歳

10%

16～17歳

3%



子ども・若者の意見について

１ はちビバ等での意見聴取について（定性的な意見まとめ）

（1）実施時期
令和６年７月30日から８月28日までの間に6回実施

（2）実施場所
はちビバ５館（南大谷、中郷、浅川、松が谷、川口）
+子どもミライ会議に参加している子ども企画委員及
び学生サポーター（有志）

（3）参加人数・内訳
76名
内訳：小学生（高学年）46名、中学生28名、大学生2名

（4）テーマ（実施館）

・悩みや相談について（南大谷）

・住み続けたいまちについて（中郷）

・遊びについて（浅川）

・子どもの権利について（松が谷）

・体験活動について（川口）

・まちづくり全般について（子どもミライ会議）

実施概要

１ 悩みや相談について

意見のポイント

○友だち関係で悩むことが多く、友だちや学
校の先生等に相談する。

○安心できる場所、人には悩みを打ち明ける。

○相談電話や相談チャットは利用せず、よく
知っている人に対面で相談したい。

２ 住み続けたいまちについて

５ 体験活動について

３ 遊びについて ４ 子どもの権利について

６ まちづくり全般について

○一定程度の賑わいを求める一方、居心地
の良さも重視している。

○家のまわりや通学路、街なかなどで怖い思
いをすることがある。

○地域の人や施設などとつながる機会を持
ちたい。

○子どもが遊びに出かける際の行動範囲は
自転車で行ける範囲。

○遊ぶ環境については充足している意見も
あった。

○友だちと集える場所（居場所）を求めている。

○概ね権利は守られていると感じているが、
虐待やいじめなど重大な事象もある。

○意見を聴く大人の理解や発達段階に応じた
意見聴取が重要。

○意見聴取を通して、大人が対等に接してく
れることがうれしい。

○学校や地域団体が実施する体験に参加す
ることで興味・関心が広がるケースが多い。

○スポーツや情報技術に関する体験が人気。

○将来を見据えた職業体験もニーズが高い。

○周りに配慮しながら遊んでいるが、窮屈さ
を感じている。

○日常的に使う空間や施設について意見を
言いたい。

○子ども・若者にとって自転車は身近な交通
機関であり、関心が高い。

資料３



２ テーマごとの意見のまとめ

（１）悩みや相談について

意見のポイント

素案への反映

友だち関係で悩むことが多い。

悩みの相談相手は友だち、学校の先生、は
ちビバの職員が多い。

相手が忙しそうだと相談しにくい。

友だち同士で悩みを相談し合うことで、気持ちが落ち着くこともある。

知らない人には相談しない。

相手の反応がわからないこと、スマホ・PC
を持っていないことから、チャットは利用し
ない。

安心できる場所や人には悩みを打ち明けら
れる。

普段から電話をかけないため相談ダイヤル
は利用しない。

【悩みの内容】

【相談相手】

【相談の方法】

施策２ 子どもの権利を守る取組

「子どもが相談しやすい環境づくり」を進める中で取り入れる。学校や
はちビバ、学童保育所、こども家庭センターなどの教職員・スタッフに
対し、子どもの相談対応に関する研修を実施。

関係性のできている人に「対面」で相談したいと考えている。

施策1２ 多様な居場所の確保・創出

公共施設や地域資源を活用した地域づくりを進める中で取り入れる。
子ども・若者にとって身近な場所で、信頼できる大人に悩みを相談で
きる環境をつくる。また、子ども・若者同士でも相談し合えるような居
場所づくりを進める。

子ども・若者の意見（主なもの）



２ テーマごとの意見のまとめ

（２）住み続けたいまちについて

意見のポイント

素案への反映

お店がいっぱいある。

治安が悪い。

人が多い（すぎる）ところ。

一定程度の賑わいを求める一方、居心地の良さも重視している。

家のまわりや通学路、街なかなどで怖い思いをすることがある。

お祭りのイメージがあるが、地域のお祭り
も中止になり、地域との関わりは少なく
なっている。

田舎だが、都心へのアクセスは良い。

【住み続けたいまち】

【八王子のイメージ】
施策29 子ども・若者・子育てを応援する団体の支援
施策31 ゆるやかなつながりで紡ぐ地域連携

地域全体で子ども・若者の育成や子育て家庭の支援を支えるため、市
民活動団体の取組みを活性化する支援を行う。また、地域の様々なコ
ミュニティが取り組む地域連携や活動をサポート。

地域の人や施設などとつながる機会を持ちたい。

施策34 地域力を活かした防犯・防災対策の推進
施策36 お出かけしやすいまちづくり

クリーン活動やマナーアップなど、きれいなまちづくりを推進するとと
もに、地域のコミュニティを活かした防犯活動の実施や支援を進める。

子ども・若者の意見（主なもの）

【住み続けたくないまち】

地域とつながれる場所がある。

たばこの吸い殻が落ちていたり、川が汚れ
ていたり、まちはきれいではない。



２ テーマごとの意見のまとめ

（３）遊びについて

意見のポイント

素案への反映

屋外ではサッカーや川遊びをする。

自由に遊べる環境は整っている。

遊びに行ける場所は比較的多い。

子どもが遊びに出かける際の行動範囲は自転車で行ける範囲。

今のままで十分など、遊ぶ環境については充足している意見もあった。

遊び場にはWi-Fiがほしい。

【好きな遊び】

【遊び場に必要なもの、たりないもの】

基本施策２ 生きる力を育む遊びや体験の充実

楽しみながら社会性や創造性を育む「遊び」を保障していくことは、子
ども・若者の育成にとって重要となる。それぞれの環境や家庭の状況
に左右されることなく、様々な人との出会いや経験を重ねていけるよ
う機会や場を充実していく。

遊びを通して、友だちと集える場所（居場所）を求めている。

基本施策５ 子ども・若者の居場所づくり

休日や放課後、長期休業中など、子ども・若者が安心して過ごせ、成長
を支える様々な体験ができる居場所を増やす。また、より良い居場所
となるよう、子ども・若者の意見やニーズを調査・発信する。

子ども・若者の意見（主なもの）

【遊び場について】

屋内ではスポーツ（バドミントン、卓球、バス
ケなど）やゲーム（ボードゲーム、テレビゲー
ム、カードゲームなど）をする。

漫画が読めたり、みんなでゲームができる
場所。ボールで遊べる公園やプールなど。

公園に遊具がない（少ない）のでシーソーや
ブランコがほしい。



２ テーマごとの意見のまとめ

（４）子どもの権利について

意見のポイント

素案への反映

教育を受ける権利や思想の自由などは守ら
れている。

（実現するかは別として）概ね意見を言う機
会や話を聞いてくれることは多い。

概ね権利は守られているが、虐待やいじめなど重大な事象もある。

意見を聴く大人の理解や発達段階に応じた意見聴取が求められる。

真剣過ぎると意見が言いにくい。

【子どもの権利は守られているか】

【家庭外における参加する権利】

施策１ 子どもの意見を大切にするまちづくり

子ども・若者の成長段階に応じた意見表明や参画の機会を確保し、子
ども・若者の声をまちづくりに活かす。

意見聴取を通して、大人が対等に接してくれることがうれしい。

施策２ 子どもの権利を守る取組

児童虐待やいじめ被害、ヤングケアラーなど、子ども・若者が一人で悩
まず相談しやすい環境を整え、関係機関が連携して支援する。

子ども・若者の意見（主なもの）

【家庭における参加する権利】

差別の禁止や参加する権利、プライバシー
の保護は不足しているとの意見もあった。

大人同士で話していたり、忙しそうにしてい
ると話しづらい。

お店で店員が大人同様に接してくれた。

施策３ 子どもの権利を広めるための取組

社会全体で子どもの権利の理解や普及をさらに進めるため、子ども条
例の制定を検討する。



２ テーマごとの意見のまとめ

（５）体験活動について

意見のポイント

素案への反映

移動教室や林間学校

さつまいも収穫や稲の栽培などの農業体験

学校で行った職業体験（消防署など）

学校や地域団体が実施する体験で興味・関心が広がるケースが多い。

現在の興味・関心を基にしたスポーツ体験や情報技術体験が人気。

販売や調理などの職業体験

【面白かった体験】

施策４ 身体を使った遊びや体験機会の充実

本市が誇る自然や屋外環境を活かし、子ども・若者の「生きる力」を育
むため、関係機関や団体とともに体験機会を充実する。

将来を見据えた職業体験もニーズが高い。

施策５ 豊かな感性を育てる遊びや体験機会の充実

関係機関や団体とともに、子ども・若者の豊かな発想や好奇心を引き
出す文化芸術に関する体験や伝統文化に触れる機会を充実する。

子ども・若者の意見（主なもの）

【今後参加してみたい体験】

紙から作った年賀状づくり

プロアスリートに習うスポーツ体験

ARやプログラミングなどの情報技術体験

英会話や外国の文化体験など国際交流体験

学校の先生や運転士、飼育員など職業体験

施策10 将来や生き方を考える機会の確保

小・中学校や関係機関とともに、自身のライフプランやキャリア形成な
どについて考える機会を確保していく。



２ テーマごとの意見のまとめ

（６）まちづくり全般について

意見のポイント

素案への反映

屋根があり、自由に遊べる場所がほしい。

公園にごみのポイ捨てが多い。

図書館に子どもの優先席を増やしてほしい。

子ども自身も配慮しながら遊んでいるが、窮屈さを感じている。

日常的に使う空間や施設について意見を言いたい。

シェアサイクルのポートを増やしてほしい。

【遊びについて】

【自転車について】

施策１ 子どもの意見を大切にするまちづくり

子ども・若者の成長段階に応じた意見表明や参画の機会を確保し、子
ども・若者の声をまちづくりに活かす。

子ども・若者にとって自転車は身近な交通機関であり、関心が高い。

施策35 子どもを事故から守るための取組

すべての人が安全に自転車を利用できるよう、自転車利用の促進と安
全確保のバランスを取った施策を展開。

子ども・若者の意見（主なもの）

【まちづくりについて】

スピードを出す自転車が多く、マナーが悪い。

ボール遊びが許されている場所で（配慮し
て）遊んでいても、大人に注意される。

若者同士で交流して話せる場所がほしい。

放課後の居場所が限られていると感じる。

施策14 より良い居場所にするための支援

子ども・若者にとって居心地の良い居場所となるよう、利用者の意見
も取り入れた居場所作りを支援する。



第２期八王子市子ども・若者

育成支援計画（素案）について

令和６年（2024年）10月４日

児 童 福 祉 専 門 分 科 会

資料4
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２ 子ども・若者育成支援計画の位置付け

八王子未来デザイン２０４０（基本構想・基本計画）

第２編 健康で笑顔あふれる、
ふれあい、支えあいのまち

第３編 活き活きと子どもが育ち、
学びが豊かな心を育むまち

健
康
医
療
計
画

高齢者計画・
第9期介護保険計画

障害者計画・
第7期障害福祉計画・
第3期障害児福祉計画

教育振興基本計画

生涯学習プラン

その他の編の主な関連計画

学園都市ビジョン

男女が共に生きるまち
八王子プラン

スポーツ推進計画

第４期地域福祉計画

第２期子ども・若者
育成支援計画

（2編：母子保健 3編：児童福祉）

国 こども大綱

東京都
子供・子育て支援総合計画
子供・若者計画

都市計画マスタープラン

産業イノベーションプラン

再犯防止推進計画

⇔ 連携・整合

⇒ 勘案
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３ 改定の基本的な考え方

（１）第２期子ども・若者育成支援計画の概要

概要
妊娠期から若者期までの切れ目ない支援や育成に関する方
針・施策をまとめた総合的な計画

計画期間 令和７年度（2025年度）～令和11年度（2029年度）

法的な位置付け こども基本法に基づく「市町村こども計画」

包含する計画

• 市町村子ども・子育て支援事業計画

• 次世代育成支援市町村行動計画

• ひとり親家庭自立促進計画

• 成育医療等に関する計画（母子保健部分）

計画の対象
子ども（18歳未満）、若者（義務教育終了後から30歳未満※）、
妊婦及びその家庭 ※就労支援については40歳未満を対象

基本理念【継続】
みんなで育てる みんなが育つ
わたしたちがミライにつなぐ はちおうじ
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３ 改定の基本的な考え方

（２）基本的な方向性

社会情勢による主な課題
・人口減少（労働力の減少）、少子化の進展
・DXの推進、マイナンバーカードの普及による利便性の向上と活用の拡大 など

八王子市の主な課題
・市内各地域でも人口増減に差があり、保育所待機児童も偏在
・顕在化したヤングケアラーや不登校児の増加など、新たな課題への対応 など

基
本
的
な
方
向
性

子ども・若者の意見を聴き、施策に反映する仕組みづくり。

コロナ禍による格差の拡大を受け、子どもたちの体験の場や情報が届き
にくい家庭への情報発信を充実させる。

幼児教育・保育施設の定員の適正化とともに、多様な保育ニーズや子ど
もたちの特性に応じた幼児教育・保育施設の質の向上に取り組む。

児童福祉と母子保健の一体的なサポートを目指したこども家庭センター
の設置により、児童虐待の予防的支援の強化と早期発見・早期対応を進
める。

つながりの希薄化による若者の孤独や孤立に対する支援の強化。

の
推
進

DX
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４ 策定の経過

社会福祉審議会
（児童福祉専門分科会）

令和５年11月～
令和６年10月

(11回)

現行計画の評価や課題について
次期計画における重点施策について
次期計画の基本理念等について
施策体系の検討について など

庁内検討会及び幹事会
令和６年７～10月
（検討会２回・
幹事会２回）

次期計画に向けた課題の整理
子ども・若者の意見
素案（案）の検討

計画改定に係るアンケート調査
令和５年11月～
令和6年１月
（４調査）

（対象）
小学５年生及び中学２年生
若者（15～29歳）
就学前児童の保護者
ひとり親家庭の保護者

はちビバを利用する子ども、
子どもミライ会議に参加する
子どもへのヒアリング調査

令和６年７～８月
（６回）

悩みや相談について
住み続けたいまちについて
遊びについて
子どもの権利について など

大学での出前講座を利用した
ヒアリング調査

令和６年９月
（２回）

住み続けたいまちについて
自身が希望するライフコースについて など
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５ 施策体系と主な取組【基本方針１】

基本施策 施策

基本方針１ ミライ
を担う子ども・若者
の育成

１ 子どもの権利を大切にす
るまちづくり

１ 子どもの意見を大切にするまちづくり

２ 子どもの権利を守る取組

３ 子どもの権利を広めるための取組

４ 身体を使った遊びや体験機会の充実

５ 豊かな感性を育てる遊びや体験機会の充実

６ 若者の活動・体験機会の充実

５ 子ども・若者の居場所づ
くり

４ 健やかな育ちや自立に向
けた支援

３ 乳幼児期の教育・保育の
質の向上

２ 生きる力を育む遊びや
体験の充実

７ 乳幼児期の教育・保育の質の向上

８ 保・幼・小・学童連携の推進

９ 健康で自立した生活に向けた取組

10 将来や生き方を考える機会の確保

11 青少年の健全育成に向けた支援

12 多様な居場所の確保・創出

13 居場所につながる仕組みづくり

14 より良い居場所にするための取組

基本方針

：新たに計画に記載する主な取組を含む施策



◆乳幼児期の教育・保育の質の向上【施策７】

幼児教育・保育施設各園の環境や強みを活かし
ながら、テーマに沿った取組を行い、乳幼児の興
味・関心に応じた探究活動を行う施設を支援す
る。

7

６ 新たに計画に記載する主な取組（基本方針１）

◆子どもの権利の保障と参画の推進 【施策1～3】

子どもの権利の重要性が増している状況を踏まえ、
八王子市全体で子どもの権利を大切にするまちづくり
を実現していくため、これまでの取組をさらに推進し
ていく。

◆不登校総合対策の推進 【施策２】

市教育委員会が策定した「つながるプラン」（不登校
総合対策）に基づき、つながりをキーワードとした総合
的な対策に取り組む。

多様な子どもの参画方法の検討
など

児童虐待やいじめ被害の防止、
ヤングケアラーへの支援 など

子ども条例の制定検討、対象に
合わせた周知の実施 など

活かす

広める

守る

好奇心を持つ。きっかけを増やす。
考えを広げる。考えを深める。

≪子どもの反応をきっかけに成長をサポート≫
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7 施策体系と主な取組【基本方針２】

基本方針２ 子ども
を育む家庭への支
援

基本方針 基本施策 施策

６ 妊娠期からの切れ目ない
支援の充実

15 八王子版ネウボラの体制強化

16 妊娠前後の支援

17 産前産後の支援

18 乳幼児期の支援

19 多様な教育・保育の提供

20 学童保育所の充実

21 子育てと仕事が両立できる環境づくり

８ 安心して子育てをするた
めのサポート

９ 子育て家庭の居場所の
充実

７ 働きながら子育てできる
環境の整備

22 子育て家庭への経済的支援

23 家庭での子育て力向上に向けた支援

24 子育てに関する相談体制の充実

25 子育てひろばの充実

26 気軽に利用できる教育・保育環境の整備

27 地域の居場所づくり

：新たに計画に記載する主な取組を含む施策



9

８ 新たに計画に記載する主な取組（基本方針２）

◆在宅子育て家庭の孤立防止 【施策26】

保護者の就労等の有無にかかわらず、定期的
に教育・保育施設へ子どもを預けられる環境を
整備。自宅で子育てをする家庭の孤立対策と
養育力向上、育児不安の軽減などを支援。

◆学童保育所における長期休業中の
昼食提供 【施策20】

長期休業中（夏休みや冬休みなど）の子ども
たちの健康維持増進や保護者の負担軽減のた
め、学校栄養士が栄養バランスを考えた学校給
食で人気の献立を、温かくておいしい手作り昼
食として学童保育所の子どもたちへ提供。

◆こども家庭センターの設置による八王子版
ネウボラの体制強化 【施策15】

児童福祉と母子保健が一体的支援を行う「こども家
庭センター」を設置し、ポピュレーションアプローチ（す
べての妊婦や乳幼児がいる家庭への予防的な働きか
け）とハイリスクアプローチ（支援が必要な家庭への働
きかけ）を両輪として、切れ目なく、もれなく対応する。

≪こども家庭センターのイメージ≫

（保健福祉センター） （子ども家庭支援センター）

出典：こども家庭庁HP
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９ 施策体系と主な取組【基本方針３】

基本方針３ 子ど
も・若者・子育てを
みんなで支えるま
ちづくり

基本方針 基本施策 施策

10 地域全体で子ども・若
者の成長を支える環境整備

28 地域人材の確保・育成

29 子ども・若者・子育てを応援する団体の支援

30 企業・大学等による子ども・若者・子育て支援

31 ゆるやかなつながりで紡ぐ地域連携

32 みんなに届く子育て情報の発信

33 子育てをみんなで楽しむまちづくり

12 子ども・若者が安全・安
心に暮らせるまちづくり

11 子育てプロモーション
の推進

34 地域力を活かした防犯・防災対策

35 子どもを事故から守るための取組

36 お出かけしやすいまちづくり

：新たに計画に記載する主な取組を含む施策



11

10 新たに計画に記載する主な取組（基本方針３）

◆はちまるサポートによる居場所づくりや
交流支援 【施策31】

はちまるサポートにおいて、世代や属性を超え
た交流の場や居場所づくり、学びの機会を生み
出すためのコーディネートに取り組む。

◆大学等と連携した子ども・若者の育成、
子育て支援 【施策30】

学園都市としての特性を活かし、共同研究や
生涯学習の推進、学生と子ども・保護者の交流、
外国人留学生の支援などを実施。子どもが高等
教育に触れる機会を増やし、地域社会と大学等
がつながることで、地域に大学等があるメリット
を活かしたまちづくりを進める。

◆八王子駅南口集いの拠点での子ども・
若者の活動支援 【施策29】

八王子駅南口集いの拠点に公園、ライブラリ、
ミュージアムの機能をつなぐ交流拠点「SPOT 
HACHIOJI」を設置。コーディネーターが常駐し、
子ども・若者の学びやチャレンジを応援し、様々な
活動をサポートしていく予定。

◆子育て応援サポーターによる情報発信
【施策32】

子育て応援サポーターが、本市の子育て情報や
魅力ある子育て環境を発信することで、子育てプ
ロモーションを推進する。

≪子育て応援サポーターの活動例≫

• 保護者を対象とした講演会（フォーラム）での講演

• 幼児教育・保育施設の訪問

• 子育てひろばで保護者と交流 など

≪連携による効果≫

【大学生】自己有用感の向上、地域社会とのつながり

【子ども】ロールモデル、高等教育に触れる機会

【大学等】地域課題の発掘、地域貢献
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11 施策体系と主な取組【基本方針４】

基本方針４ 配慮が
必要な子ども・若者
と家庭への支援

基本方針 基本施策 施策

13 児童虐待の防止

40 発達に不安がある子ども・若者への支援

41 切れ目ない支援体制の充実

42 重症心身障害児・医療的ケア児への支援

15 ひとり親家庭への支援

17 外国につながる子ども
と家庭への支援

14 障害のある子ども・若
者への支援

43 ひとり親家庭への支援

44 ひとり親家庭で育つ子どもへの支援

45 ひとり親家庭になる前からの支援

37 児童虐待の予防や早期発見・早期対応

38 支援が必要な家庭への支援と人材育成

39 社会的養護を必要とする子どもへの支援

49 外国につながる子どもと家庭への支援

50 多文化共生意識の啓発や国際理解の推進

51 包括的な相談・支援体制

52 自殺や引きこもりなど様々な悩みへの支援

46 子どもへの教育・生活支援

47 生活に困っている世帯への支援

48 若者の生活の安定

16 子ども・若者の貧困対
策の推進

18 様々な悩みを抱える子
ども・若者への支援

：新たに計画に記載する主な取組を含む施策
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12 新たに計画に記載する主な取組（基本方針４）

◆児童虐待防止（サポートプランを活用した
支援の充実） 【施策38】

支援の必要性が高い妊産婦や子ども、その家庭を
中心に、こども家庭センターが作成するサポートプラ
ンを活用し、支援を充実する。

◆多文化キッズサロン 【施策49】

「多文化キッズサロン八王子」を設置し、日本語を
母語としない子どもや保護者に対し、相談や支援を
行うとともに、交流の場・居場所を提供する。

◆子ども・若者・子育て家庭の孤独・孤立
対策 【施策51】

孤独や孤立は、ひきこもりや8050問題などの
地域生活課題に発展する可能性があり、当事者
となる子ども・若者や子育て家庭を早期発見・早
期支援する仕組みを構築していく。

支援メニュー（例）

衣食住や経済的な支援

家事援助

一時的な休息

養育力の向上支援

相談援助

交流支援

サポートプランの作成
（当事者のニーズ把握）

ニーズに合わせた
支援

必要に応じて
利用勧奨・措置

≪サポートプランを活用した支援のイメージ≫

◆子ども・若者の発達に関する相談体制
【施策40】

早期発見から専門的な相談支援まで、子ども・
若者の状況に合わせた様々な相談体制を確保。
また、保育従事者を対象とした研修も実施。

≪子ども・若者の状況に合わせた相談体制≫

子ども

●保健福祉センター（発達が気になる乳幼児の相談・健診）
●幼児教育・保育センター（教育・保育施設への巡回発達相談）
●児童発達支援センター（障害児の一貫した発達相談）
●教育センター（小・中学生の発達や就学に関する相談）

若者

全般

●若者総合相談センター（若者の生活相談や雇用等の専門相談）

●障害者福祉課（障害のある子どもと家庭に関する相談）
●子ども家庭支援センター（子どもと家庭の総合的な相談）
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13 ＤＸの推進に関する主な取組

施策 施策名 概要（内容）

15
八王子版ネウボラの体
制強化

妊娠期から子育て期の悩みや不安を解消し、安心して出産・育
児が行えるよう、SNSを活用したオンライン相談を24時間体制
で実施し、相談体制を強化する。

保健・医療・福祉・教育が情報連携を円滑に行うため、DXを推
進する。

16 妊娠前後の支援
妊娠中や産後の子育て情報の発信、不安を抱える保護者に寄り
添うメッセージを「すくすく☆メール」としてLINEで配信する。

17 産前産後の支援

19
多様な保育・教育の提
供 一時保育や病児・病後児保育、学童保育所の手続きを電子申請

に対応。その他の手続きについても電子化を検討し、保護者の
利便性を高めていく。

20 学童保育所の充実

子ども・子育て分野におけるDXを推進し、利便性の向上や情報発信の強化を
目指す。
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14 計画の数値目標（指標の設定）

計画全体の進捗状況を把握するための数値目標は「八王子未来デザイ
ン2040」の中でも特に関連の深い重点テーマである「未来の主役づく
り」取組方針アの数値目標と同じとする。

また、各事業の成果指標として、基本施策ごとに指標を設定する。

指標
現状値

（令和５年度実績）

安心して子育てができるまち
と感じている市民の割合

54.6％

１年以内に子どもやその保護
者とともに行う活動に参加し
た市民の割合

36.5％

現在、夢や目標を持っている
児童・生徒の割合

小学生 87.4％

中学生 79.3％

目標値
（令和11年度）

70％

40％

小学生 100％

中学生 100％

※基本施策の指標は参考資料１指標一覧参照
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15 今後の予定

令和６年（2024年）

12月中旬～令和７年１月中旬

パブリックコメント（一般向け・子ども

向け）の実施

12月21日（土）

子ども・子育てフォーラム（次期計画につ

いてのパネルディスカッション）

令和７年（2025年）

３月 次期計画の策定・公表
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参考１ 子ども・若者・子育て家庭等の意見

悩みや相談について

ヒアリング調査

○相談電話や相談チャットは利用せず、よく
知っている人に対面で相談したい。

○家のまわりや通学路、街なかなどで怖い思
いをすることがある。

○友だちと集える場所（居場所）を求めている。

住み続けたいまちについて

遊びについて ほか

はちビバを利用する子どもや子どもミライ会議に参加している子ども・若者にヒアリング調査を実施。

アンケート調査

子ども・若者・子育て家庭・ひとり親家庭を対象にアンケート調査を実施。

【子ども】 勉強や進学、職業、仕事について、不安を感じている。

【若者】 ９割以上が居場所の必要性を感じている。就職支援を望む声が多い。

【子育て家庭】 前回調査（H30）と比べ、就労している母親は増加している。

【ひとり親家庭】 子どもの学習支援や習い事支援の充実を望む声が多い。

【テーマと主な回答】

具体的な

取組に反映

【主な調査結果】

計画の基礎資
料として活用



子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保方策（教育・保育）

区域の考え方：地域子育て支援事業に係る区域は、全市域を1区域と捉える。各事業ごとに、地域ごとのニーズや課題を把握した上で、提供体制の確保を図っていく。

事業概要：子育て家庭の多様な幼児教育・保育ニーズに対応するため、幼稚園・保育所などの運営に対して支援を行い、幼児期の教育・保育を提供します。また、家庭的保育・小規模保育・事業所内保育などの地域型保育も実施していきます。

対象年齢：0～5歳

標記上の変更点：国の指示により、「1・2歳」区分を「1歳」「2歳」に分けて記載。

◇現行計画及び実績

0歳 1・2歳 0歳 1・2歳 0歳 1・2歳 0歳 1・2歳 0歳 1・2歳

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

①量の見込み 831 3,800 - 6,536 5,305 829 3,846 - 6,452 5,099 819 3,832 - 6,329 4,904 813 3,824 - 6,259 4,791 811 3,819 - 6,279 4,755

②確保方策 980 3,972 - 6,826 7,806 982 3,976 - 6,846 7,806 1,004 4,020 - 6,866 7,746 1,006 4,024 - 6,866 7,746 1,008 4,028 - 6,866 7,746

過不足（②-①） 充足 充足 - 充足 充足 充足 充足 - 充足 充足 充足 充足 - 充足 充足 充足 充足 - 充足 充足 充足 充足 - 充足 充足

③利用希望数 833 4,055 - 6,503 5,129 746 3,994 - 6,389 5,123 758 3,810 - 6,277 4,578 680 3,834 - 6,329 3,996 656 3,907 - 6,241 3,693

④確保状況 977 3,969 - 6,768 7,917 980 3,939 - 6,566 7,866 952 3,890 - 6,552 7,986 955 3,914 - 6,676 7,775 946 3,936 - 6,558 7,774

3 18 - 4 0 2 17 - 0 0 1 9 - 2 0 1 14 - 2 0 0 14 - 1 0 人

◆次期計画

0歳 1歳 2歳 0歳 1歳 2歳 0歳 1歳 2歳 0歳 1歳 2歳 0歳 1歳 2歳

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

幼稚園等
利用

①量の見込み 694 1,695 1,908 6,295 2,955 699 1,860 1,921 6,249 2,778 702 1,787 2,096 6,299 2,668 696 1,751 2,019 6,324 2,581 685 1,703 1,981 6,387 2,517

②確保方策 875 1,843 2,068 6,639 6,800 872 1,969 2,101 6,618 6,808 877 1,909 2,201 6,678 6,563 877 1,908 2,150 6,698 6,563 877 1,883 2,142 6,746 6,563

過不足（②-①） 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足 充足

○事業実施の考え方と量の見込みの考え方等

◆次期計画

事業実施の考え方
【量】量の見込みの算出方法
【補】補正を行った場合の考え方
【確】確保方策の算出方法

・引き続き就業率は高まっていくと予想されます
が、市全域では教育・保育ニーズに対応できて
います。地域別年齢別のニーズや大規模開発
の情報収集を行い、待機児童ゼロの達成と維
持を目指します。

・引き続き就業率は高まっていくと予想されます
が、市全域では教育・保育ニーズに対応できて
います。地域別年齢別のニーズや大規模開発
の情報収集を行い、待機児童ゼロの達成と維
持を目指します。

【量】前年度の実績に地区ごとの人口増減を加
味して、算出。

【確】各園の認可定員

【量】前年度の実績に地区ごとの人口増減を加
味して、算出。

【確】各園の認可定員

計
画

◇現行計画

計
画

3～5歳 3～5歳

実
績

年度当初の待機児童数

令和８年度（2026年度）令和７年度（2025年度）

保育所等利用 保育所等利用 保育所等利用 保育所等利用

令和10年度（2028年度）

3～5歳 3～5歳

令和９年度（2027年度）

令和2年度（2020年度）

3～5歳

保育所等利用

令和5年度（2023年度）

保育所等利用

令和4年度（2022年度）

3～5歳

保育所等利用

令和3年度（2021年度）

3～5歳 3～5歳

保育所等利用

人/日

単位

単位

人/日

令和6年度（2024年度）

3～5歳

保育所等利用

保育所等利用

3～5歳

令和11年度（2029年度）

（1・2歳）

①量の見込み：3,603

②確保方策：3,911

（1・2歳）

①量の見込み：3,781

②確保方策：4,070

（1・2歳）

①量の見込み：3,684

②確保方策：4,025

（1・2歳）

①量の見込み：3,770

②確保方策：4,058

（1・2歳）

①量の見込み：3,883

②確保方策：4,110

（修正なし）

資料５




